
【1】派遣料金等の明示

【2】労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等

【3】派遣労働者のキャリ形成支援制度に関する事項

１、教育訓練に関する事項（主たる教育訓練）

２、キャリア・コンサルティングの相談窓口の連絡先

以上

※雇用する全ての派遣労働者を対象に上記の教育訓練を実施します。

担当者名 役職 連絡先

松島　祐太 管理課　課長 0248-24-1789

無償 2時間

8時間

スキルアップ研修② 入社3年目以上の者 off-JT 派遣元 有給 無償 8時間

スキルアップ研修① 入社2年目以上の者 off-JT 派遣元 有給 無償

入職時研修 新規就労者 off-JT 派遣元 有給

労使協定の締結 あり（当該協定の有効期間の終期：2026年3月31日）

当該協定の対象となる派遣労働者の範囲 当事業所にて雇用し派遣就業している全ての派遣労働者

訓練の内容 対象者 方法 実施主体 賃金支給 費用負担 実施時間

※マージンには弊社が負担する法定福利費、教育訓練費、特別休暇費用、事業経費などが含まれています。

派遣労働者数 派遣先数 ①労働者派遣の料金 ②派遣労働者の賃金 マージン率

（2024年7月31日時点）（2024年7月31日時点） (1日8時間あたりの平均) (1日8時間あたりの平均) (①+②)÷①×100

138名 29社 14,897円 9,633円 35.34%

所在地 福島県白河市立石85番地1

集計期間 2023年8月1日～2024年7月31日

発行日 2025年3月18日

事業所名 株式会社シンエイリンクス

（労働者派遣法第23条第5項）

当社の労働者派遣事業について

令和6年度の労働者派遣事業報告書(年度報告)をもとに情報を公開いたします。

許可番号 派07-300015


